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常任委員会審査レポート ～各委員会に付託された議案・陳情～

総
務
常
任
委
員
会

●
議
案
第
11
号　

令
和
５
年
度
大
網
白
里
市
一
般

会
計
補
正
予
算
（
第
７
号
）　

結
果
：
可
決

概
要　

物
価
高
騰
の
影
響
が
大
き
い
低
所
得
世
帯

に
７
万
円
の
給
付
金
を
支
給
す
る
ほ
か
、
事
業
者

へ
支
援
金
の
交
付
を
行
う
も
の

（
約
３
億
８
，
７
６
５
万
円
の
増
額
）

問　

医
療
機
関
等
に
対
す
る
支
援
の
中
で
、
公
立

病
院
が
入
っ
て
い
な
い
の
は
な
ぜ
か
。

答　

本
事
業
の
趣
旨
は
、
民
間
事
業
者
が
対
象
の

た
め
、
公
立
病
院
を
除
い
て
い
る
。

●
陳
情
第
10
号　

市
長
や
副
市
長
、
教
育
長
等
、

自
治
体
の
重
要
な
政
治
的
意
思
決
定
に
関
与
し
、

広
範
な
裁
量
権
を
持
っ
て
い
る
役
職
の
者
等
と
関

わ
り
の
あ
る
企
業
が
、
本
市
の
公
共
事
業
を
受
注

す
る
事
を
制
限
す
る
た
め
の
条
例
で
あ
る
、
政
治

倫
理
条
例
を
制
定
し
て
も
ら
う
た
め
の
陳
情

結
果
：
継
続
審
査

◦
近
隣
自
治
体
で
も
制
定
し
て
い
る
条
例
で
、
意

見
と
し
て
は
妥
当
で
あ
る
。

◦
ま
ず
議
会
の
方
を
ど
の
よ
う
に
す
る
の
か
を
定

め
、
進
め
て
い
く
の
が
良
い
。

◦
ま
だ
精
査
が
必
要
と
感
じ
た
。

◦
議
会
も
含
め
て
襟
を
正
し
て
い
く
中
で
議
会
と

歩
調
を
合
わ
せ
て
い
く
の
が
良
い
。

◦
条
例
の
制
定
自
体
は
悪
く
な
い
が
、
資
産
公
開

制
度
は
正
直
ど
う
な
の
か
と
思
う
。

◦
議
会
の
姿
勢
が
明
ら
か
に
な
る
ま
で
継
続
審
査

に
す
る
と
い
う
方
法
も
あ
る
。

●
議
案
第
12
号　

大
網
白
里
市
使
用
料
及
び
手
数

料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

結
果
：
可
決

概
要　

戸
籍
法
の
一
部
改
正
に
よ
る
戸
籍
証
明
書

の
広
域
交
付
事
務
を
実
施
す
る
に
当
た
り
、
所
要

の
改
正
を
行
う
も
の

問　

改
正
で
手
数
料
は
安
く
な
る
か
。

答　

戸
籍
証
明
書
の
価
格
は
同
じ
で
あ
り
、
今
回

追
加
す
る
も
の
は
、
識
別
符
号
（
パ
ス
ワ
ー
ド
）

の
発
行
手
数
料
で
あ
る
。

●
陳
情
第
７
号　

幼
稚
園
で
の
ぬ
り
絵
は
禁
止
す

べ
き
事
、
若
松
幼
稚
園
は
や
っ
て
な
い
、
生
命
保

険
で
は
、
30
才
以
上
の
募
集
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
の

有
名
な
心
理
学
者
は
禁
止
、
教
育
委
員
会
、
美
術

会
長
は
知
ら
ず
、
に
関
す
る
陳
情

結
果
：
不
採
択

◦
幼
稚
園
で
ぬ
り
絵
を
禁
止
す
る
趣
旨
の
陳
情
を

議
会
に
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

◦
政
治
が
教
育
に
対
し
、
こ
れ
を
止
め
な
さ
い
と

判
断
す
る
の
は
い
か
が
な
も
の
か
。

　

総
務
常
任
委
員
会
は
12
月
14
日
に
開
催
、
議
案

３
件
と
陳
情
１
件
の
審
査
を
実
施
し
、
議
案
全
て

を
賛
成
総
員
で
可
決
に
、
陳
情
１
件
を
継
続
審
査

と
し
ま
し
た
。

●
議
案
第
１
号　

令
和
５
年
度
大
網
白
里
市
一
般

会
計
補
正
予
算
（
第
６
号
）　

結
果
：
可
決

概
要　

ふ
る
さ
と
応
援
寄
附
金
の
増
加
に
伴
う
必

要
経
費
の
ほ
か
、
各
事
業
の
執
行
見
込
み
に
合
わ

せ
て
所
要
額
を
増
額
す
る
も
の

（
約
９
，
２
８
０
万
円
の
増
額
）

問　

ふ
る
さ
と
納
税
の
今
年
度
の
状
況
は
。

答　

11
月
末
時
点
で
４
億
２
，
０
５
０
万
３
，
８

６
６
円
、
昨
年
度
同
時
期
で
２
，
６
５
４
万
２
，

５
４
３
円
の
増
加
と
な
っ
て
い
る
。

問　

大
網
白
里
ア
リ
ー
ナ
給
湯
設
備
交
換
工
事
に

つ
い
て
、
給
湯
器
の
台
数
は
何
台
か
、
ま
た
何
年

経
過
し
て
い
る
か
。

答　

業
務
用
給
湯
器
６
台
を
設
置
、
全
て
に
不
具

合
が
生
じ
て
お
り
、
平
成
18
年
建
設
時
に
設
置
以

降
17
年
経
過
し
て
い
る
。

●
議
案
第
６
号　

大
網
白
里
市
国
民
健
康
保
険
税

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

結
果
：
可
決

概
要　

地
方
税
法
等
の
改
正
に
伴
い
、
出
産
被
保

険
者
の
国
保
税
を
減
免
す
る
も
の

問　

申
請
の
手
続
は
必
要
に
な
る
の
か
、
出
生
届

で
分
か
る
の
か
。

答　

本
人
の
申
請
も
可
能
、
職
権
で
の
対
応
も
可

能
で
あ
る
。

問　

令
和
４
年
デ
ー
タ
に
よ
る
試
算
75
万
円
と
は

対
象
は
何
人
か
。
ま
た
、
多
胎
、
単
胎
妊
娠
が
そ

れ
ぞ
れ
何
件
だ
っ
た
の
か
。

答　

23
件
で
、
全
て
単
胎
妊
娠
で
あ
る
。

　

文
教
福
祉
常
任
委
員
会
は
12
月
15
日
に
開
催
し
、

付
託
さ
れ
た
議
案
４
件
と
陳
情
１
件
の
審
査
を
行

い
ま
し
た
。

　

議
案
に
つ
い
て
は
、
全
て
原
案
可
決
と
し
、
陳

情
１
件
は
不
採
択
と
し
ま
し
た
。

●
議
案
第
２
号　

令
和
５
年
度
大
網
白
里
市
国
民

健
康
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

結
果
：
可
決

概
要　

制
度
改
正
に
伴
う
シ
ス
テ
ム
改
修
経
費
を

計
上　
　
　
　
　
　
　
（
約
２
２
０
万
円
の
増
額
）

●
議
案
第
４
号　

令
和
５
年
度
大
網
白
里
市
病
院

事
業
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

結
果
：
可
決

概
要　

来
年
度
当
初
か
ら
直
ち
に
事
業
を
執
行
す
る

た
め
、
債
務
負
担
行
為
を
設
定
す
る
も
の

問　

今
年
度
当
初
予
算
に
計
上
す
る
べ
き
で
は
な

か
っ
た
の
か
。

答　

見
積
額
の
変
動
が
大
き
く
、
な
る
べ
く
直
近

で
設
定
す
る
た
め
に
今
回
と
し
た
。

●
議
案
第
８
号　

大
網
白
里
市
デ
ジ
タ
ル
博
物
館

の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

結
果
：
可
決

概
要　

市
デ
ジ
タ
ル
博
物
館
を
博
物
館
法
で
定
め

る
登
録
博
物
館
と
す
る
た
め
、
新
た
に
条
例
を
制

定
す
る
も
の

問　

登
録
す
る
こ
と
の
メ
リ
ッ
ト
は
。

答　

文
化
庁
の
補
助
金
が
申
請
可
能
と
な
り
、
財

源
確
保
の
選
択
肢
が
増
え
る
。
ま
た
、
経
費
の
一
部

が
特
別
交
付
税
の
対
象
と
な
る
た
め
、
こ
の
財
源
を

活
用
し
て
コ
ン
テ
ン
ツ
追
加
な
ど
拡
充
を
図
り
た
い
。
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二

概
要　

来
年
度
当
初
か
ら
直
ち
に
事
業
を
執
行
す

る
た
め
、
債
務
負
担
行
為
を
設
定
す
る
も
の

問　

会
計
シ
ス
テ
ム
更
新
と
い
う
こ
と
だ
が
、

バ
ー
ジ
ョ
ン
ア
ッ
プ
が
必
要
な
場
合
、
サ
ポ
ー
ト

料
は
設
定
額
に
含
ま
れ
る
の
か
。

答　

設
定
額
は
保
守
を
含
ん
で
あ
る
。

●
議
案
第
５
号　

特
別
職
の
職
員
で
非
常
勤
の
も

の
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て　

結
果
：
可
決

概
要　

市
鳥
獣
被
害
対
策
実
施
隊
の
設
置
に
当
た

り
、
隊
員
報
酬
を
新
設
す
る
も
の

問　

隊
員
の
人
数
は
。

答　

人
数
制
限
は
な
く
、
猟
友
会
、
職
員
で
狩
猟

免
許
保
有
者
等
を
市
長
が
委
嘱
す
る
こ
と
を
考

え
て
い
る
。

問　

イ
ノ
シ
シ
の
出
没
の
傾
向
は
。

答　

増
加
傾
向
に
あ
る
。

問　

報
酬
額
の
根
拠
は
。

答　

国
か
ら
通
知
が
発
出
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に

準
拠
し
た
。

●
議
案
第
７
号　

大
網
白
里
市
空
家
等
の
適
切
な

管
理
に
関
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

結
果
：
可
決

概
要　

市
内
の
空
家
等
の
適
切
な
管
理
に
関
し
、

法
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
事
項
を
定
め

よ
う
と
す
る
も
の

問　

空
家
の
定
義
と
は
。
ま
た
誰
が
ど
の
よ
う
な

基
準
で
判
断
、
対
応
を
す
る
の
か
。

答　

建
築
物
ま
た
は
こ
れ
に
付
随
す
る
工
作
物
が

居
住
等
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
常
態
化
し
て
い
る

も
の
と
、
そ
の
土
地
の
こ
と
を
指
し
、
空
家
対
策

協
議
会
で
認
定
、
勧
告
か
ら
措
置
命
令
と
指
導
し

て
い
く
。

問　

屋
根
が
飛
び
そ
う
な
空
家
を
発
見
し
た
場
合
、

市
で
対
応
し
て
も
ら
え
る
の
か
。

　

産
業
建
設
常
任
委
員
会
は
12
月
15
日
に
開
催
し
、

付
託
さ
れ
た
議
案
３
件
の
審
査
を
行
っ
た
結
果
、

賛
成
総
員
で
全
て
原
案
可
決
と
し
ま
し
た
。

●
議
案
第
３
号　

令
和
５
年
度
大
網
白
里
市
ガ
ス

事
業
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）　

結
果
：
可
決

答　

第
８
条
の
緊
急
安
全
措
置
を
適
用
し
、
応
急

的
な
必
要
最
小
限
の
措
置
を
と
る
。

委
員
長　

小　

倉　

利　

昭

副
委
員
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引　
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真
理
子

委　
　

員　

高　

野　
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二

委　
　

員　
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渡　

登
志
男

委　
　

員　

田　

辺　

正　

弘

　

議
会
運
営
委
員
会
は
12
月
14
日
に
開
催
、
陳
情

１
件
を
審
査
し
、
こ
れ
を
不
採
択
と
し
ま
し
た
。

●
陳
情
第
11
号　

議
員
と
い
う
、
自
治
体
の
重
要

な
政
治
的
意
思
決
定
に
関
与
し
、
広
範
な
裁
量
権

を
持
っ
て
い
る
者
と
関
わ
り
の
あ
る
企
業
が
、
本

市
の
公
共
事
業
を
受
注
す
る
事
を
制
限
す
る
た
め

の
条
例
で
あ
る
、
政
治
倫
理
条
例
を
制
定
し
て
も

ら
う
た
め
の
陳
情　

結
果
：
不
採
択

◦
全
員
協
議
会
で
特
別
委
員
会
を
設
置
し
対
応
す

る
か
改
め
て
議
論
を
深
め
て
い
く
べ
き
で
、
拙
速

に
決
め
て
し
ま
う
こ
と
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。

◦
十
分
に
議
論
を
尽
く
し
た
方
が
良
く
、
拙
速
に

制
定
に
も
っ
て
い
か
な
く
て
も
良
い
か
と
思
う
。

政
治
倫
理
は
最
重
要
な
問
題
で
あ
り
前
向
き
に

考
え
た
い
が
、
こ
の
場
で
結
論
を
出
す
こ
と
で

は
な
い
。

◦
過
去
に
否
決
し
た
議
案
の
経
緯
の
延
長
に
今
回

の
陳
情
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
結
論
を
出
す
こ
と

は
拙
速
で
は
な
い
。
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あ
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あ
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こ
ん
な
意
見
が
あ
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こ
ん
な
意
見
が
あ
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ま
し
た

　   

質
疑
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た

Q A&
　   

こ
ん
な
質
問
が
あ
り
ま
し
た

Q A&

　   

こ
ん
な
質
問
が
あ
り
ま
し
た

Q A&

　   

こ
ん
な
質
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が
あ
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Q A&

　
こ
ん
な
意
見
が
あ
り
ま
し
た
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